
    

 

      

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

居宅介護支援 重要事項説明書 

株式会社リハピス 

ぷらんセンター らしさ 



目次 
１ 担当の介護支援専門員（ケアマネジャー）  

２ 事業者（法人）の概要  

３ 居宅介護支援事業所の概要  

４ 事業の目的及び運営の方針  

５ 居宅介護支援の提供方法及び  

６ 居宅介護支援の内容  

７ 利用料金  

８ 相談・苦情の窓口  

９ 秘密保持  

１０事故発生時の対応  

１１医療との連携 

１２公正中立なケアマネジメント 

１３虐待防止のための措置 

１４身体拘束 

１５その他運営に関する事項  

１６事業継続計画 

１７衛生管理 

１８重要事項説明書の説明日 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

居宅介護支援 重要事項説明書 
令和 6年 7月 1日現在 

1 担当の介護支援専門員（ケアマネジャー） 

氏名  

 

2 事業者（法人）の概要 

事業所（法人）名 株式会社 リハピス 

所在地 山口県下関市王司上町５丁目３－４５ 

連絡先 083-248-3536 

代表者名 代表取締役 富村 義隆 

 

3 居宅介護支援事業所の概要 

（1） 事業所の所在地等 

事業所名 ぷらんセンターらしさ 

所在地 山口県下関市王司神田 1丁目 8-14 

連絡先 ０８３－２４２－２９２９ 

事業所番号 3570105910  

管理者名 山根 祐美子 

 

（2） 営業日及び営業時間 

営業日 月曜日から金曜日 

営業時間 午前８時３０分～午後５時３０分 

※土曜・日曜・年末年始（12/31～1/3）・お盆（8/13～8/15）は休み 

 

（3） 職員体制 

従業者の職種 人数 常勤・非常勤 備考 

主任介護支援専門員 1名 常勤  

介護支援専門員 1名以上 常勤  

事務職員 － －  

 

（4） サービスを提供する実施地域 

サービスを提供する実施地域 下関市内全域（離島を除く）及び山陽小野田市 

※上記地域以外でもご希望の方はご相談ください。 

 



 

 

 

 

4 事業の目的及び運営の方針 

当事業所の介護支援専門員が介護を必要とするご利用者及びその家族等からの相談を

賜ります。 

事業の目的 ご利用者の心身の特性を踏まえ、その有する能力

に応じ、自立した日常生活を営むことができるよ

う、適正なサービスを提供することを目的としま

す。 

運営の方針 １）ご利用者が可能な限り居宅において、その有する能

力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう

配慮して援助に務めます。 
（２)ご利用者の心身の状況や環境等に応じて、自ら

の選択に基づき、医療・保健・福祉の施設・機関、

行  政、事業者の連携に配慮し、適切で多様なサ

ービスが総合的、効果的に提供されるよう介護計画

を作成します。 
（３）ご利用者の意思及び人格を尊重し、常にご利

用者およびその家族等の立場に立って、サービスが

特定の種類、特定の事業者に不当に偏することのな

いよう公正中立に努めます。 
（４）ご利用者の要介護認定等に係る申請に対し

て、ご利用者の意思をふまえた援助を心がけ、介護

保険（要介護・要支援）認定の申請の有無を確認

し、かかる支援を行います。 
  ※当サービスのご利用は、原則として介護保険

（要介護・要支援）認定の結果、要介護と認定され

た方が対象となります。 

5 指定居宅介護支援の提供方法及び内容 
（１）提供方法 
  ①第一にご利用者・ご家族の意思を尊重します。 
  ②当事業所の介護支援専門員は、初回訪問時またはご利用者・ご家族から求められた

ときは、携行する身分証明書を提示します。 
  ③被保険者資格と要介護認定等の有無、認定区分と要介護認定等の有効期間など当事

業所が確認して、期限切れなどないよう配慮します。 
  ④要介護認定等の申請業務に関し必要な援助を行います。また、認定更新の申請は、

現在の有効期間が満了する２か月前にはお知らせし、ご要望があれば申請代行いたし

ます。 
  ⑤当事業所は、以下のいずれかに該当するような場合、業務の提供を拒否することが

できます。 
  ア 介護給付等対象サービスの利用に関する指示に従わないこと等により要介護状態

等の程度を増進させたと認められるとき。 
  イ 偽りとその他不正の行為によって保険給付を受け、または受けようとしたとき。 



    以上のいずれかに該当する場合には、遅滞なく意見を付してその旨を当該保険者

通知することとします。 
 

6 居宅介護支援の内容 

居宅介護支援では、自宅で生活する利用者が介護サービス等を適切に利用できるよ

う、心身の状況、置かれている環境、要介護者の希望等を考慮し、ケアプラン（居

宅サービス計画）を作成するとともに、サービス事業者等との連絡調整を行います。

また、必要に応じて介護施設等の紹介も行います。 

ケアマネジャーが行う、居宅介護支援の具体的な内容等は、以下のとおりです。 

 

 

（1） 居宅介護支援の内容 

アセスメント 

課題分析（アセスメント）の実施に当たっては、利

用者の居宅を訪問し、利用者及びその家族に面接す

るものとします。利用者の心身の状況や生活環境な

どを把握し、課題を分析します。 

サービス調整 

アセスメントの結果を踏まえ、利用する介護サー

ビス事業者等へ連絡調整を行います。居宅サービス

計画に位置付けるサービス事業者等について利用者

及びその家族は介護支援専門員に対して複数の指定

居宅サービス事業者等の紹介を求めることができま

す。併せて、居宅サービス計画原案に位置付けた指

定居宅サービス事業所等の選定の理由の説明を求め

ることが可能であることを説明します。 

訪問看護等医療系サービスの調整に当たっては利用

者の同意を得て主治の医師等の意見を求めます。特

に訪問リハビリステーション及び通所リハビリステ

ーションの早期開始を促進する観点から、入院中の

医療機関の医師による意見を踏まえて、速やかに医

療サービスを含む居宅サービス計画調整を行いま

す。 

福祉用具の貸与または販売の調整においては、そ

の特性と利用者の心身の状況等を踏まえて、その

必要性をその必要性を十分に検討せずに選定した

場合、利用者の自立支援は大きく阻害される恐れ

があることから検討の過程を記録します。 

担当者会議開催を開催し、計画に福祉用具貸与及

び特定福祉用具販売が必要な理由を記載します。 

さらに、対象福祉用具を選定する場合には福祉用

具の適時適切な利用及び利用者の安全を確保する

観点から貸与または販売のいずれかを選択できる

ことやそれぞれのメリット及びデメリット等利用

者の選択に資するよう必要な情報を提供します。

なお、対象の福祉用具の提案を行う際は利用者の

心身の状況にあたっては利用者へのアセスメント

の結果に加え、医師やリハビリテーション専門職



等からの意見聴取、退院・退所前カンファレンス

またはサービス担当者会議棟の結果を踏まえるこ

ととし、医師からの所見を取得する具体的な方法

は主治医意見書による方法のほか、診療情報提供

書または医師から所見を聴取する方法などです。 

対象福祉用具においては福祉用具専門員によるモ

ニタリングの結果も踏まえることとします。 

ケアプラン作成 

情報収集から課題分析(アセスメント)を実施し、解

決すべき課題に対応するための居宅サービス計画の

原案を作成します。居宅サービス計画の作成は、事

業所に所属する介護支援専門員が行います。 

サービス担当者会議 

居宅サービス計画の原案の作成のために、利用者又

はその家族の参加を基本とし、居宅サービス計画の

原案に位置づけた居宅サービス等の担当者を招集し

てサービス担当者会議（感染防止や多職種連携の観

点から、利用者や家族が参加して実施するものにつ

いて、利用者や家族の同意を得た上で、テレビ電話

等を活用しての実施も含む）を開催し、担当者から

専門的見地からの意見を求めるものとします。ただ

し、やむを得ない理由がある場合については、担当

者に対する照会等により意見を求めることとしま

す。 
また、作成された居宅サービス計画について、利用

者又は家族に対して説明し、文書により利用者の同

意を得ます。また、作成した居宅サービス計画は利

用者及び担当者に交付します。（医療サービスの利

用を希望している利用者について主治の医師等の意

見を求め、居宅サービス計画を作成した場合は、主

治医等にも、交付する。） 

モニタリング 

モニタリングにあたっては、居宅サービス計画の

作成後においても、利用者及びその家族、主治の

医師、指定居宅サービス事業者等との連絡を継続

的に行うこととし、当該指定サービス事業者等の

担当者との連携により、少なくとも 1月に 1回は利

用者と面接を行い、少なくとも 1月に 1回はモニタ

リングの結果を記録します。ただし、基準第 13 条

第 14 号ロ（1）及び（2）の要件を満たしている場

合やであって少なくとも 2月に 1回利用者の居宅を

訪問し、面接するときは利用者の居宅を訪問しな

い月においてはテレビ電話装置等を活用して面接

を行うことができる。なお、テレビ電話装置等を

活用して面接を行う場合においても、利用者の状

況に変化が認められた場合等にいては、居宅を訪

問する居宅を訪問する面接に切り替えることが適

切である。また、テレビ電話装置等の活用にあた

っては、個人情報保護委員会・厚生労働省「医



療・介護関係事業所における個人情報の適切な取

り扱いのためのガイダンス、厚生労働省「医療情

報システムの安全管理に関するガイドライン」等

に遵守します。 

テレビ電話装置等を活用して面接を行うことにあ

たっては以下の（1）～（5）に掲げる事項につい

て留意する。 

（1） 文書により、同意を得ます。その際は利用

者に対して、テレビ電話装置等による面接

のメリット及びデメリットを含め、具体的

な実施方法（居宅への訪問は 2 月に 1 回で

あること等）を懇切丁寧に説明します。な

お、認知機能が低下している場合など同意

を得ることが困難な利用者については後述

の（ロ）の視点からもテレビ電話装置を活

用した面接の対象としては想定をしませ

ん。 

（2） 利用者の心身の状況が安定していることを

確認するにあたっては、主治の医師などに

よる医学的な観点からの意見や、いかに例

示する事項なども踏まえて、サービス担当

者会議棟において総合的に判断します。 

   ・介護者の状況に変化がないこと。 

   ・住環境に変化がないこと（住宅改修によ

る手すり設置やトイレなどの回収を含

む。） 

   ・サービス（保険外サービスも含む）の利

用状況に変化がないこと。 

（3） テレビ電話装置を活用して面接を行うに当

たっては、利用者がテレビ電話装置を介し

て、利用者の居宅において対面で面接を行

う場合と同程度の対応ができる必要があり

ます。なお、テレビ電話装置等の捜査につ

いては必ずしも地容赦自身で行う必要はな

く、家族等の介助者が操作を行うことは差

支えがありません。 

（4） テレビ電話装置を活用して、面接を行う場

合、画面越しでは確認できない利用者の健

康状態や住環境の党の情報については、サ

ービス事業所の担当者からの情報提供によ

って補完します。この点については、サー

ビス事業所の担当の同意を得るとともにサ

ービス事業所の担当者の過度な負担となら

ないよう、情報収集を依頼する項目や情報

牢については留意します。なお、サービス

事業所の担当者に情報収集を依頼するに当



たっては、情報連携シートを活用します。 

（5） 主治の医師、担当者その他関係者の合意を

得る方法としては、サービス担当者会議の

ほか、利用者の通院や訪問診療などの立ち

合い時における主治の医師への意見照会

や、サービス事業所の担当者との日頃の連

絡調整の際の意見照会も想定し、いずれの

場合においても合意に至るまでの過程を記

録します。 

モニタリングの結果の記録は 2年間保存します。 

サービス計画の変更 

ご利用者が居宅サービスの計画変更を希望した場

合、または事業者が居宅サービスの変更が必要と

判断した場合は事業者とご利用者双方の合意に基

づき、居宅サービス計画を変更します。 

給付管理 

ケアプラン作成後、その内容に基づき毎月給付管

理票を作成し、国民健康保険団体連合会に提出し

ます。 

要介護認定の申請に係る援助 

利用者の要介護認定の更新申請や状態変化に伴う

区分変更申請を円滑に行えるよう援助します。利

用者が希望する場合、要介護認定の申請を代行し

ます。 

介護保険施設等の紹介 

利用者が自宅での生活が困難になった場合や利用

者が介護保険施設等の入所を希望した場合、利用

者に介護保険施設等に関する情報を提供します。 

 

（2） 居宅介護支援の業務範囲外の内容 

ケアマネジャーは、ケアプランの作成やサービスの調整等を行いますが、下記に示

すような内容は業務範囲外となります。これらのご要望に対しては、必要に応じて他

の専門職等を紹介いたします。 

 

居宅介護支援の業務範囲外の内容 

 

● 救急車への同乗 

● 入退院時の手続きや生活用品調達等の

支援 

● 家事の代行業務 

● 直接の身体介護 

● 金銭管理 

 

 

 

 

７利用料金 

要介護または要支援の認定を受けた方は、介護保険からの全額給付により自己負担

は発生しません。ただし、保険料の滞納により法定代理受領ができない場合、1 ヶ月

につき要介護度に応じた下記の金額をいただき、事業所からサービス提供証明書を発

行します。後日、サービス提供証明書を保険者の窓口に提出すると、全額が払い戻さ

れます。 



 

（1） 居宅介護支援利用料（地域区分 1単位：10 円） 

取扱い件数区分 
料金(単位数) 

要介護１・２ 要介護３～５ 

居宅介護支援(Ⅰ） 

※介護支援専門員 1人あたりの

利用者 40件未満 

１０，８６０円/月 

（1,086単位） 

１４，１１０円/月 

（1,398単位） 

居宅介護支援（Ⅱ） 

※介護支援専門員 1人あたりの

利用者 60件未満 

５，４４０円/月 

（544 単位） 

７，０４０円/月 

（704 単位） 

居宅介護支援（Ⅲ） 

※介護支援専門員 1人あたりの

利用者 60件以上 

３，２６０円/月 

（326 単位） 

４，２２０円/月 

（422 単位） 

 

（2） 加算 

加算名称 料金（単位数） 算定要件 

初回加算 
３，０００円/月 

（300 単位） 

・新規に居宅サービス計

画を作成する場合 

・要介護状態区分が２区

分変更された場合 

入院時情報連携加（Ⅰ） 
２，５００円/月 

（250 単位） 

利用者が入院した日のう

ちに、医療機関の職員に

対して必要な情報を提供

した場合 

入院時情報連携加算（Ⅱ） 
２，０００円/月 

（200 単位） 

利用者が入院した日の翌

日又は翌々日に、医療機

関の職員に対して必要な

情報を提供した場合 

退院・退所加算  
※カンファレンス参加無 

連携

1回 

４，５００円/回  

（450 単位） 

医療機関や介護保険施設

等を退院・退所し、居宅

サービスを利用する場合

において、退院・退所に

あたって医療機関等の職

員と面談を行い、利用者

に関する必要な情報を得

たうえでケアプランを作

成し、居宅サービス等の

利用に関する調整を行っ

た場合 

連携

2回 

６，０００円/回  

（600 単位） 

退院・退所加算 
※カンファレンス参加有 

連携

1回 

６，０００円/回  

（600 単位） 

連携

2回 

７，５００円/回  

（750 単位） 



連携

3回 

９，０００円/回  

（900 単位） 

緊急時等居宅カンファレンス

加算 

２，０００円/回  

（200 単位） 

病院又は診療所の求めに

より、職員とともに利用

者宅を訪問し、カンファ

レンスを行い居宅サービ

スの調整を行った場合 

通院時情報連携加算 
５００円/回  

（50単位） 

利用者が医療機関で診察

を受ける際に同席し、医

師等と情報連携を行い、

ケアマネジメントを行っ

た場合 

ターミナルケアマネジメント

加算 

４，０００円/月 

（400 単位） 

① 24 時間連絡がとれる体

制を確保し、かつ、必要

に応じて、指定居宅介護

支援を行うことができる

体制を整備  

② 利用者（末期の悪性腫

瘍の患者に限る）又はそ

の家族の同意を得た上

で、死亡日及び死亡日前

14 日以内に２日以上在宅

を訪問し、主治の医師等

の助言を得つつ、利用者

の状態やサービス変更の

必要性等の把握、利用者

への支援を行うこと 

③訪問により把握した利

用者の心身の状況等の情

報を記録し、主治の医師

等及びケアプランに位置

付けた居宅サービス事業

者へ提供 

特定事業所加算（Ⅰ） 
５，１９０円/月 

（519 単位） 

質の高いケアマネジメン

トを実施している事業所

を積極的に評価する観点

から、人材の確保やサー

ビス提供に関する定期的

な会議を実施しているな

ど、当事業者が厚生労働

大臣の定める基準に適合

する場合（1 ヶ月につ

き） 

特定事業所加算（Ⅱ） 
４，２１０円/月 

（421 単位） 

特定事業所加算（Ⅲ） 
３，２３０円/月 

（323 単位） 



特定事業所加算（A） 
１，１４０円/月 

（114 単位） 

特別地域居宅介護支援加算 所定単位数の 15％ 

厚生労働大臣が定める地

域に所在する居宅支援事

業所の介護支援専門員が

居宅介護支援を行った場

合は、所定単位数の１０

０分の１５に相当する単

位数を所定単位に加算す

る。 

中山間地域等における小規模

事業所加算 
所定単位数の 10％ 

居宅介護支援事業所が下

記の地域にあり、１月当

たり実利用者数が２０人

以下の事業所である場合

は、所定単位数の１００

分の１０に相当する単位

数を所定単位に加算す

る。 

中山間地域等に居住する者へ

のサービス提供加算 
所定単位数の 5％ 

下記の地域に居住してい

る利用者に対して、通常

の事業の実施地域を越え

て、指定居宅介護支援を

行った場合は、所定単位

数の１００分の５に相当

する単位数を所定単位に

加算する。 

 

（3） 減算 

減算名称 料金（単位数） 算定要件 

特定事業所集中減算 
1月につき 

－200 単位 

正当な利用なく特定の事業

所に 80％以上集中した場合

（指定訪問介護・指定通所

介護・指定地域密着型通所

介護・指定福祉用具貸与） 

運営基準減算 

×50/100 

（運営基準減算が 2か

月以上継続している場

合居宅介護支援費は算

定しない） 

運営基準に沿った、適切な

居宅介護支援が提供できて

いない場合 

高齢者虐待防止措置 

未実施減算 
－1/100 

以下の対策等を講じていな

い場合に減算が適用となり

ます虐待の防止のための対

策を検討する委員会の定期

的な開催と職員への周知 



虐待防止のための指針の整

備 

虐待防止のための研修の定

期的な実施 

虐待防止のための担当者の

配置 

業務継続計画未実施減算 －1/100 

以下の基準に適合していな

い場合 

 ① 感染症や非常災害の

発生時において、利用者に

対するサービスの提供を継

続的に実施するための、お

よび非常時の体制で早期の

業務再開を図るための計画

（業務継続計画）を策定す

る 

 ② 当該業務継続計画に

従い必要な措置を講ずる 

※２０２５年３月３１日ま

での間、減算を適用しな

い。 

事業所と同一の建物または 

これ以外の同一建物の利用者

20人以上に 

居宅介護支援を行う場合 

×95/100 

対 象 と な る 利 用 者 

指定居宅介護支援事業所

の所在する建物と同一の

敷地内、隣接する敷地内

の建物又は指定居宅介護

支援事業所と同一の建物

に 居 住 す る 利 用 者 

指定居宅介護支援事業所

における１月当たりの利

用者が同一の建物に 20

人以上居住する建物（上

記を除く）に居住する利

用者 

 

（4） その他 

交通費 

下記「通常の事業実施地域」以外の地域の方か

らの依頼については、通常の実施地域を超えた時

点から片道 1Km につき 50 円を申し受けます。ま

た、その他やむを得ず通行するトンネルなどの通

行料に関しましても実費を申し受けます。 

1 通常のの事業の実施地域：下関市内（離島を

除く）及び山陽小野田市 

解約料 解約料は一切かかりません。 

 



8 相談・苦情の窓口 

居宅介護支援に関する利用者またはその家族等からの相談・苦情・ハラスメント等

は迅速かつ適切に対応いたします。担当介護支援専門員（ケアマネジャー）又は下記

窓口までご連絡ください。 

（1） 事業所の相談窓口 

相談・苦情の担当者 山根 祐美子 

連絡先 ０８３－２４２－２９２９ 

 

（2） その他の相談窓口 

下関市受付窓口 

下関市役所  

担当 福祉部 介護保険課 事業者係  

住所 下関市南部町２１－１９  

下関商工会議所４階 

電話  ０８３－２３１－１３７１ 
ＦＡＸ  ０８３－２３１－２７４３ 
受付時間 午前８時３０分～午後５時１５分（土、日、

祝日、年末年始を除く） 
 

国民健康保険団体連合会 

受付窓口  

山口県国民健康保険連合会 

担当  介護サービス苦情相談窓口 
住所  山口市朝田１９８０－７国保会館 
電話  ０８３－９９５－１０１０ 
ＦＡＸ  ０８３－９３４－３６６５ 
受付時間 午前９時～午後５時（土、日、祝日、年末年

始を除く） 
 

 

9 秘密保持 

事業者が得た利用者やその家族の個人情報は、介護サービスの提供以外の目的では

原則として使用しません。サービス担当者会議などで利用者やその家族の個人情報を

使用する場合は、利用者およびその家族の同意を事前に文書で得ることとします。 

 

10 事故発生時の対応 

利用者に対する指定居宅介護支援の提供により事故が発生した場合は、市区町村、

利用者の家族に連絡を行うとともに、必要な措置を講じます。 また、利用者に対する

指定居宅介護支援の提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やか

に行います。 

11 医療との連携 

居宅介護支援事業所と入院先医療機関との連携がスムーズに図れるよう、利用者が

入院した場合には、担当ケアマネジャーの氏名及び連絡先を入院先の医療機関にお伝

えください(お渡しした名刺等をご提示ください)。 

訪問介護事業所等から伝達された利用者の口腔に関する問題や服薬状況、モニタリ

ング等の際にケアマネジャー自身が把握した利用者の状態等について、ケアマネジャ

ーから主治の医師や歯科医師、薬剤師に必要な情報伝達を行います。 

12 公正中立なケアマネジメントの確保 

複数事業所の説明等 利用者は、ケアプランに位置付ける介護サービス



事業所等について、複数の事業所の紹介や、その

選定理由について事業者に求めることができま

す。 

前 6カ月間のケアプランにお

ける訪問介護等の利用割合 

事業所が前 6ヶ月に間に作成したケアプランにおけ

る「訪問介護」「通所介護」「地域密着通所介

護」「福祉用具貸与」の利用割合等を別途資料に

て説明しました。 

 

13 虐待防止のための措置 

高齢者虐待防止法の実効性を高め、利用者の尊厳の保持・人格の尊重が達成される

よう、虐待の未然の防止・早期発見等のため下記の措置を講じます。 

（1） 虐待防止委員会の開催 年 1回以上 

（2） 高齢者虐待防止のための指針の整備 

（3） 虐待防止研修の実施 年 1回以上 

（4） 専任担当者の配置 

虐待防止に関する担当者 虐待防止・身体拘束適正化委員会 責任者 

 

14  身体拘束 

事業所は、当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを

得ない場合を除き、身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為（以下「身体的拘

束等」という。）は行わない。やむを得ず身体拘束等を行う場合には、その態様及び

時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録するものとす

る。 

 

15  その他運営に関する事項 

1. 居宅介護支援事業所は、介護支援専門員等の資質の向上を図るため、虐待防止、

権利擁護、認知症ケア、介護予防等の事項に関して、研修機関が実施する研修

や当該事業所内の研修への参加の機会を計画的に確保し、業務態勢を整備する。 

また、研修受講後は記録を作成し、研修機関等が実施する研修を受講した場合

は、復命を行うものとする。  

（１）採用時研修採用後 1 月以内  

（２）虐待防止に関する研修年 1 回以上  

（３）権利擁護に関する研修年１回以上  

（４）認知症ケアに関する研修年１回以上  

（５）介護予防に関する研修年 1 回以上 

（６）感染症に関する研修年１回以上  

（７）ヤングケアラー、障がい者、生活困窮者、難病疾患等、高齢者以外の対象者   

への支援に関する知識等に関する研修年に１回以上 

 



 

２ 従業者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密

を漏らしません。 

３ 従業者であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその

家族の 秘密を漏らすことのないよう、従業者でなくなった後においても、こ

れらの秘密を保持 するべき旨を従業者との雇用契約の内容とするものとしま

す。 

４ 事業所は、指定居宅介護支援に関する諸記録を整備し、その完結の日（当該指

定居宅 介護支援を提供した日をいう。）から 2 年間は保存するものとする. 

５ この規程に定める事項の外、運営に関する重要事項は、株式会社リハピスと事

業所の管理者と の協議に基づいて定めるものとします。 

  

 

16 事業継続計画 

業務継続計画（BCP）の策定等にあたって、感染症や災害が発生した場合でも、利用

者が継続して指定居宅介護支援の提供を受けられるよう、業務継続計画を策定 すると

ともに、その計画に従い必要な研修及び訓練を実施します。  

 

17 衛生管理 

感染症の予防及びまん延防止に努め、感染防止に関する会議等においてその対 策を協

議し、対応指針等を作成し掲示を行う。また、研修会や訓練を実施し、感染対策 の資

質向上に努めます。  

 

 

 

 

 



 

 

18 重要事項説明書の説明日 

重要事項説明書の説明日 令和   年    月     日 

 

利用者に対して重要事項説明書を交付の上、居宅介護支援のサービス利用及び重要

事項の説明を行いました。 

事業所（法人）名 株式会社 リハピス 

代表者名 富村 義隆 

事業所名 ぷらんセンター らしさ 

説明者氏名  

 

 私は、重要事項説明書に基づいて居宅介護支援についての重要事項の説明を受け、

その内容を同意の上、本書面を受領しました。 

なお、手指の障害などで、単に文字が書けないなどといった場合は、利用者氏名欄

の欄外に、署名を代行した旨、署名した者の続柄、氏名を付記することで差し支え

ないものと考え、 

 

上記署名を                     （続柄：             ） 

が代行しました。 

 

代理人 

住所  

氏名  

 

 

利用者 

住所  

氏名  


